
デジタル広告分野の取引実態に関する最終報告書（概要）

令和３年７月２０日 プラットフォームエコノミクス研究会













































まとめ

問題となり得る行為 独占禁止法・競争政策上の考え方

対
事
業
者

取引先に不利益を与え得る行為
（例：契約の設定・変更）

優越的地位の濫用となるおそれ

→ 十分な説明，時間的配慮，公平な扱いをすることが望ましい。

競合事業者を排除し得る行為
（例：第三者サービスの利用制限）

取引妨害や私的独占となるおそれ

→ 接続を解除する際の理由の明確化，対応期間の確保等をすることが望ましい。

取引先の事業活動を制限し得る行為
（例：競合事業者との取引制限）

排他条件付取引，拘束条件付取引，私的独占となるおそれ
→ 書面等による制限内容の明確化，契約内容変更の際の事前通知，相手方の事情
の考慮，対応期間を十分に設けることが望ましい。

公正性・透明性に欠けるおそれのある行為
（例：広告単価等の不透明性）

必要な情報が考慮されず，広告主や媒体社を巡る公正な獲得競争が歪められる可能

性がある
→ 必要な情報の公開，十分な説明責任を果たすことが望ましい。

対
消
費
者

利用目的を知らせずに個人情報を取得する行為

（例：プライバシーポリシーの不明確さ）

優越的地位の濫用となるおそれ
→ 取得する情報とその利用目的の対応を明確にすることが望ましい。

利用目的の達成に必要な範囲を超えて個人情報
を利用する行為
（例：オプトアウト後のユーザー情報利用）

優越的地位の濫用となるおそれ
→ 情報利用についての明確な説明をすることが望ましい。

媒
体
社
間
競
争

媒体社とデジタル・プラットフォーム事業者間

の取引における不透明性
（例：コンテンツの持つ価値の不透明性）

媒体社の最適な選択のため

必要な情報の公開と十分な説明，実効的な相談体制の構築が望ましい。

媒体社のコンテンツ提供に係る不透明性
（例：配信料の算定根拠の不透明性）

取引の透明性・公正性のため

配信料やコンテンツについての取扱い，算定根拠の明確化が望ましい。

媒体社間競争の変化による消費者への影響
（例：情報の正確性や質を担保する責任）

媒体社間競争にコンテンツの質が反映されるように

作成したメディア名の掲載，コンテンツの質を考慮した掲載順位の決定が望ましい。

問題となり得る行為と独占禁止法・競争政策上の考え方
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今後の取組

公正取引委員会としては，デジタル経済の競争を促進し，消費者利益の向上を図る
ために，今後，以下の取組を行う。

１ 独占禁止法上問題となる具体的な案件に接した場合には，厳正に対処する。

２ デジタル分野の企業結合について，令和元年に改定したガイドライン等を踏ま
え，迅速かつ的確な審査を行う。

３ デジタル分野についての実態調査を続け，独占禁止法・競争政策上の問題を明ら
かにする。

４ 内閣に設置されたデジタル市場競争本部や関係省庁との連携・協力に積極的に取
り組み，競争環境の整備を図る。

５ 各国・地域の競争当局との意見交換を行い，また，国際競争ネットワーク等の場
を活用して継続的な協力を進める。
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